
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）

第
十
条

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
換
地
処
分
に
伴
い
代
替
住
宅
等
を

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
換
地
処
分
に
伴
い
代
替
住
宅
等
を

取
得
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

取
得
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
十
一
条
の
四

個
人
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
棚
卸

第
十
一
条
の
四

個
人
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
棚
卸

資
産
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及

資
産
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
第
十
一
条

び
次
条
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
で
特
定
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
（

の
六
ま
で
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
で
特
定
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
市
街
地
の
土
地
の
区
域
と
し
て
被
災
市
街
地

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
市
街
地
の
土
地
の
区
域
と
し
て
被
災
市
街

復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
を
い
う
。
第
五
項
及
び
次
条
に

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
を
い
う
。
第
五
項
及
び
次
条

お
い
て
同
じ
。
）
内
に
あ
る
も
の
に
つ
き
同
法
に
よ
る
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画

に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
あ
る
も
の
に
つ
き
同
法
に
よ
る
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区

整
理
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理

画
整
理
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整

事
業
」
と
い
う
。
）
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
に
係
る
換
地
処

理
事
業
」
と
い
う
。
）
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
に
係
る
換
地

分
に
よ
り
、
土
地
等
及
び
そ
の
土
地
等
の
上
に
建
設
さ
れ
た
同
法
第
十
五
条
第
一
項

処
分
に
よ
り
、
土
地
等
及
び
そ
の
土
地
等
の
上
に
建
設
さ
れ
た
同
法
第
十
五
条
第
一

に
規
定
す
る
住
宅
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

「
代
替
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
換
地
処
分
に
よ
り
譲
渡

て
「
代
替
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
換
地
処
分
に
よ
り
譲

し
た
土
地
等
（
代
替
住
宅
等
と
と
も
に
清
算
金
を
取
得
し
た
場
合
又
は
同
法
第
十
七

渡
し
た
土
地
等
（
代
替
住
宅
等
と
と
も
に
清
算
金
を
取
得
し
た
場
合
又
は
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
留
地
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
し
た
土
地

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
留
地
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
し
た
土

等
の
う
ち
当
該
清
算
金
の
額
又
は
当
該
保
留
地
の
対
価
の
額
に
対
応
す
る
部
分
以
外

地
等
の
う
ち
当
該
清
算
金
の
額
又
は
当
該
保
留
地
の
対
価
の
額
に
対
応
す
る
部
分
以

の
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
）
の
譲
渡
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
租
税
特

外
の
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
）
の
譲
渡
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
租
税

別
措
置
法
第
三
十
一
条
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
又
は
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
に

特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
又
は
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上

６

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
換
地
処
分
に
よ
り
取
得
し
た
代
替
住
宅

６

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
換
地
処
分
に
よ
り
取
得
し
た
代
替
住
宅

等
に
つ
き
そ
の
取
得
し
た
日
以
後
譲
渡
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に

等
に
つ
き
そ
の
取
得
し
た
日
以
後
譲
渡
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
不
動
産
等
の
貸
付
け
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十

規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
不
動
産
等
の
貸
付
け
を
含
む
。
次
項
、
第
十
一

一
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
相
続
（
限
定
承
認
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
遺

条
の
六
及
び
第
十
一
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
相
続
（
限
定
承
認
に
係
る
も
の

贈
（
法
人
に
対
す
る
も
の
及
び
個
人
に
対
す
る
包
括
遺
贈
の
う
ち
限
定
承
認
に
係
る

に
限
る
。
）
、
遺
贈
（
法
人
に
対
す
る
も
の
及
び
個
人
に
対
す
る
包
括
遺
贈
の
う
ち

も
の
に
限
る
。
）
又
は
贈
与
（
法
人
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

限
定
承
認
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
贈
与
（
法
人
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）

お
い
て
、
当
該
代
替
住
宅
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
と
き
は
、
当
該

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
代
替
住
宅
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
を
計
算
す



換
地
処
分
に
よ
り
譲
渡
し
た
土
地
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
土
地
等
」
と

る
と
き
は
、
当
該
換
地
処
分
に
よ
り
譲
渡
し
た
土
地
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

い
う
。
）
の
取
得
の
時
期
を
当
該
代
替
住
宅
等
の
取
得
の
時
期
と
し
、
次
に
掲
げ
る

譲
渡
土
地
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
の
時
期
を
当
該
代
替
住
宅
等
の
取
得
の
時
期
と

金
額
の
合
計
額
を
そ
の
取
得
に
要
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
得
価
額

し
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
そ
の
取
得
に
要
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

い
て
「
取
得
価
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

７
・
８

省

略

７
・
８

同

上

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
に
対
し
て
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡

所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
十
一
条
の
六

個
人
の
有
す
る
土
地
等
で
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
八
条
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
（
次
項
に
お
い
て
「
避
難
解
除
区
域
等

」
と
い
う
。
）
の
う
ち
財
務
省
令
で
定
め
る
区
域
内
に
あ
る
も
の
が
、
同
法
第
四
十

八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
（
政
令
で
定

め
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
」
と
い

う
。
）
が
行
う
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事

業
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に

記
載
さ
れ
た
事
業
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
的
施
設
又
は

特
定
公
共
施
設
の
う
ち
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て

、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め

に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
買
い
取
ら
れ
る
場
合
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第

三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

個
人
が
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
に
対
し
そ
の
有
す
る
租
税
特
別
措

置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
で
避
難
解
除
区
域
等
の
う
ち
財

務
省
令
で
定
め
る
区
域
内
に
あ
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡

に
係
る
土
地
等
が
当
該
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
が
行
う
帰
還
・
移
住
等

環
境
整
備
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
（
適
正
な
形
状
、
面
積
等
を
備
え
た
一
団

の
土
地
と
す
る
た
め
の
事
業
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
）

（
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
）

第
十
一
条
の
六

そ
の
有
す
る
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
警
戒
区

第
十
一
条
の
七

同

上



域
設
定
指
示
等
が
行
わ
れ
た
日
に
お
い
て
当
該
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域

内
に
所
在
し
、
当
該
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
居
住

の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
個
人
が
、
当
該
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
家
屋
又
は
当
該
家
屋
及
び
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
土
地
若
し
く
は
当
該
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土

地
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
三
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十

六
条
の
五
、
第
四
十
一
条
の
五
又
は
第
四
十
一
条
の
五
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

租
税
特
別
措
置

で
当
該
個
人
の
居
住
の
用

が
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
（
東

同

上

同

上

が
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
（
東

法
第
三
十
一
条

に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た
も

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

の
三
第
二
項
第

の
（
当
該
個
人
の
居
住
の

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

二
号

用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た

に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
六

に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
七

第
三
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域

第
三
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域

設
定
指
示
等
を
い
う
。
以
下
こ

設
定
指
示
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第

の
号
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第

二
号
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一

二
号
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一

項
第
二
号
、
第
四
十
一
条
の
五

項
第
二
号
、
第
四
十
一
条
の
五

第
七
項
第
一
号
ロ
及
び
第
四
十

第
七
項
第
一
号
ロ
及
び
第
四
十

一
条
の
五
の
二
第
七
項
第
一
号

一
条
の
五
の
二
第
七
項
第
一
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ

れ
た
日
に
お
い
て
当
該
警
戒
区

れ
た
日
に
お
い
て
当
該
警
戒
区

域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域
内

域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域
内

に
所
在
し
、
当
該
警
戒
区
域
設

に
所
在
し
、
当
該
警
戒
区
域
設

定
指
示
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に

定
指
示
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に

よ
つ
て
そ
の
居
住
の
用
に
供
す

よ
つ
て
そ
の
居
住
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
家
屋
（
当
該

合
に
お
け
る
当
該
家
屋
（
当
該

個
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ

個
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
つ
た

と
が
で
き
な
く
な
つ
た

省

略

省

略

同

上

同

上



租
税
特
別
措
置

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

法
第
三
十
五
条

第
二
項
第
二
号

租
税
特
別
措
置

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

法
第
三
十
六
条

の
二
第
一
項
第

二
号
、
第
四
十

一
条
の
五
第
七

項
第
一
号
ロ
及

び
第
四
十
一
条

の
五
の
二
第
七

項
第
一
号
ロ

２
～
７

省

略

２
～
７

同

上

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額
に
係
る
特
例
）

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額
に
係
る
特
例
）

第
十
三
条
の
二

省

略

第
十
三
条
の
二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
個
人
に
該
当
す

３

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
個
人
に
該
当
す

る
住
宅
被
災
者
が
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
（
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
又

る
住
宅
被
災
者
が
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
（
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
又

は
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
を
し
、
か
つ
、
当
該
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
を
し

は
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
を
し
、
か
つ
、
当
該
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
を
し

た
認
定
住
宅
等
又
は
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
を
し
た
家
屋
を
令
和
六
年
一
月

た
認
定
住
宅
等
又
は
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
を
し
た
家
屋
を
令
和
六
年
一
月

一
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ

一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す

り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
借

る
借
入
限
度
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
万
円
と
す
る
こ
と
が
で
き

入
限
度
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
万
円
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

４
・
５

省

略

４
・
５

同

上

６

住
宅
被
災
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
従
前
住
宅
が
第
十
一
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す

６

住
宅
被
災
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
従
前
住
宅
が
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す

る
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域
内
に
所
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
住
宅

る
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域
内
に
所
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
住
宅

の
新
築
取
得
等
を
し
、
か
つ
、
当
該
住
宅
の
新
築
取
得
等
を
し
た
居
住
用
家
屋
若
し

の
新
築
取
得
等
を
し
、
か
つ
、
当
該
住
宅
の
新
築
取
得
等
を
し
た
居
住
用
家
屋
若
し

く
は
既
存
住
宅
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
又
は
認
定
住
宅
等
を
令
和
七
年
一

く
は
既
存
住
宅
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
又
は
認
定
住
宅
等
を
令
和
七
年
一



月
一
日
以
後
に
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場

月
一
日
以
後
に
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場

合
に
は
、
当
該
住
宅
被
災
者
の
同
項
に
規
定
す
る
十
年
間
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ

合
に
は
、
当
該
住
宅
被
災
者
の
同
項
に
規
定
す
る
十
年
間
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

７
～

省

略

７
～

同

上

13

13

（
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
い
て
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は

（
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
い
て
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は

法
人
税
額
の
特
別
控
除
）

法
人
税
額
の
特
別
控
除
）

第
十
七
条
の
二

省

略

第
十
七
条
の
二

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

13

13

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
税
額
控
除
特
例
規
定

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
税
額
控
除
特
例
規
定

14

14

（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
四
、
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
、

（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
四
、
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
四
十
二
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
第
二
項
、
第
四
十
二
条

第
四
十
二
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
第
二
項
、
第
四
十
二
条

の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
一
の
三
第

の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
一
の
三
第

二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
二
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
二
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の

二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
二
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
二
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の

四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
六
第

四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
六
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
十
三
の
規
定

二
項
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
七
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一

そ
の
他
法
人
税
の
額
の
計
算
に
関
す
る
特
例
を
定
め
て
い
る
規
定
と
し
て
政
令
で
定

項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
十
三
の
規
定
そ
の
他
法
人
税
の
額
の
計
算
に
関
す
る
特
例

め
る
規
定
を
い
う
。
以
下
第
十
七
条
の
三
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
に

を
定
め
て
い
る
規
定
と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
定
を
い
う
。
以
下
第
十
七
条
の
三
の

つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
規
定
」
と

三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九

あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
規
定
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

項
第
二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
規
定
並
び
に
東

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十

」
と
す
る
ほ
か
、
税
額
控
除
特
例
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定

七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
」
と
す
る
ほ
か
、
税
額
控
除
特
例
規
定
の
適

め
る
。

用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

省

略

同

上

15

15

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
十
八
条
の
九

法
人
（
清
算
中
の
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
十
八
条
の
九

法
人
（
清
算
中
の
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

の
有
す
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
棚
卸
資
産
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

同
じ
。
）
の
有
す
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
棚
卸
資
産
を
除
く
。
以

に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
で
次
の
各
号
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
当
該

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
で
次
の
各
号
に
規
定
す
る

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す

も
の
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

る
土
地
等
は
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
産
に
、

次
の
各
号
に
規
定
す
る
土
地
等
は
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に

当
該
各
号
に
規
定
す
る
買
取
り
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
買
取
り
に
、
当
該
各
号

規
定
す
る
資
産
に
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
買
取
り
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
買



に
規
定
す
る
対
価
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
価
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合

取
り
に
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
対
価
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
価
に
、
当
該

は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
並

各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
も
の
と

び
に
同
法
第
六
十
四
条
の
二
及
び
第
六
十
五
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

み
な
し
て
、
同
条
並
び
に
同
法
第
六
十
四
条
の
二
及
び
第
六
十
五
条
の
二
の
規
定
を

適
用
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２
～
６

省

略

２
～
６

同

上

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
に
対
し
て
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得

の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
十
八
条
の
十

法
人
の
有
す
る
土
地
等
で
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
八
条
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
（
次
項
に
お
い
て
「
避
難
解
除
区
域
等

」
と
い
う
。
）
の
う
ち
財
務
省
令
で
定
め
る
区
域
内
に
あ
る
も
の
が
、
同
法
第
四
十

八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
（
政
令
で
定

め
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
」
と
い

う
。
）
が
行
う
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事

業
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に

記
載
さ
れ
た
事
業
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
的
施
設
又
は

特
定
公
共
施
設
の
う
ち
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て

、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め

に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
買
い
取
ら
れ
る
場
合
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第

六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

法
人
が
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
に
対
し
そ
の
有
す
る
土
地
等
で
避

難
解
除
区
域
等
の
う
ち
財
務
省
令
で
定
め
る
区
域
内
に
あ
る
も
の
の
譲
渡
（
租
税
特

別
措
置
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当

該
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
が
行
う
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画

に
記
載
さ
れ
た
事
業
（
適
正
な
形
状
、
面
積
等
を
備
え
た
一
団
の
土
地
と
す
る
た
め

の
事
業
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
が
取
得
を
し
た
不
動
産
に
係
る
所
有
権
等
の



移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
）

第
四
十
条
の
四

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
で
政
令
で

定
め
る
も
の
が
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画

に
記
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
同
法
第
十
八
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
内
の
土
地
又
は
建
物
の
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃

借
権
の
取
得
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
土
地
又
は
建
物
の
所
有
権
の
移
転
又
は
地
上

権
若
し
く
は
賃
借
権
の
設
定
若
し
く
は
移
転
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は

、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
取
得
後
一
年
以
内
に
登
記
を
受
け
る
も

の
に
限
り
、
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
権
の
移
転
の
登
記
に
あ
っ
て
は
千
分
の
十
と
し
、
地
上
権
又

は
賃
借
権
の
設
定
又
は
移
転
の
登
記
に
あ
っ
て
は
千
分
の
五
と
す
る
。

一

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
的
施

設
又
は
特
定
公
共
施
設
を
整
備
す
る
事
業
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

二

適
正
な
形
状
、
面
積
等
を
備
え
た
一
団
の
土
地
と
す
る
た
め
の
事
業
と
し
て
財

務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
経
営
強
化
計
画
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
）

（
経
営
強
化
計
画
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
）

第
四
十
一
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
登
記
を
受
け
る
場
合
に
お
い

第
四
十
一
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
登
記
を
受
け
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
事
項
が
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成

て
、
当
該
事
項
が
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同

十
六
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同

法
第
九
条
第
一
項
の
変
更
後
の
経
営
強
化
計
画
に
係
る
当
該
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣

法
第
九
条
第
一
項
の
変
更
後
の
経
営
強
化
計
画
に
係
る
当
該
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣

の
承
認
又
は
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
九
条

の
承
認
又
は
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
九
条

第
一
項
の
変
更
後
の
経
営
強
化
計
画
に
係
る
当
該
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
承
認
（

第
一
項
の
変
更
後
の
経
営
強
化
計
画
に
係
る
当
該
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
承
認
（

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
に
お
け
る
被
災
者
に
対
す
る
信
用
供
与

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
に
お
け
る
被
災
者
に
対
す
る
信
用
供
与

の
円
滑
化
に
資
す
る
金
融
機
関
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等

の
円
滑
化
に
資
す
る
金
融
機
関
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に

お
い
て
「
特
定
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
た
め
に
行
う
同

お
い
て
「
特
定
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
た
め
に
行
う
同

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
等
の
引
受
け
等
に
係
る
申
込
み
に
基
づ
く
も
の

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
等
の
引
受
け
等
に
係
る
申
込
み
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
し
て
金
融
機
関
等
の
経
営
基
盤
の
充
実
を
図
る

で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
し
て
金
融
機
関
等
の
経
営
基
盤
の
充
実
を
図
る

た
め
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
金
融
機
関
等
の

た
め
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
金
融
機
関
等
の

組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十



三
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
金

三
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
金

融
機
関
等
が
提
出
し
た
こ
れ
ら
の
変
更
後
の
経
営
強
化
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。

融
機
関
等
が
提
出
し
た
こ
れ
ら
の
変
更
後
の
経
営
強
化
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、
財
務

）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、
財
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
承
認
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
登
記
を
受
け
る
も

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
承
認
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
登
記
を
受
け
る
も

の
に
限
り
、
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定

の
に
限
り
、
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

割
合
と
す
る
。

一
～
六

省

略

一
～
六

同

上

２

省

略

２

同

上
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